
2023年以前のNISAで購入した商品は、新NISA（成長投資枠、つみたて

投資枠）へ移行できません。 

2023年以前のNISAの分配金を再投資（銘柄名に「累投型」と表示）

とされている場合は、2024年1月以降、分配金再投資がNISA枠での買

付ではなく課税口座での買付となります。 

※再投資前の分配金は非課税となります。 

NISA制度変更により、2023年以前のNISAは期間満了時にロールオーバー

（翌年NISA枠への移行）はご選択できなくなりました。 

 NISA期間満了時迄には以下のいずれかの取扱いとなります。 

 ①非課税期間満了前に解約する 

 ②非課税期間満了時に課税口座に移行（自動移行となります） 

   

2023年以前の「一般・つみたてNISA」の取扱いについて 

2023年以前のNISAで購入した商品は、NISA期間満了までは引続き非課税

で運用可能です。 

 
 

＜2023年以前のNISA非課税期間＞  

  一般NISA   ： 5年 

  つみたてNISA ：20年 ※購入した年を含みます  

2023年以前のNISAで購入いただいた商品を、新NISAでも購入いただ

いた場合、ご解約の際は各NISAを区分してのご解約はできません。 

※先にご購入いただいた明細からのご解約となります。 

2023年以前のNISAでの分配金再投資の取扱い 
（課税口座での買付となります） 

2023年以前のNISAおよび新NISAで同じ商品を購入した場合の取扱い 

株式会社常陽銀行  登録金融機関 関東財務局長(登金)第45号   加入協会：日本証券業協会   一般社団法人金融先物取引業協会 

NISA制度に 

ついての詳細は 

こちら 

お問い合わせ先 
常陽銀行事務管理部  

TEL：0120-104-086 

受付時間 平日9:00～17:00   

店舗での 
ご相談予約 

※非課税期間満了時の時価で課税口座へ移行されます。 



一般NISA口座で保有する上場株式や投資信託等は、購入した年を含め５年間、つみたてNISA口座で

保有する投資信託等は、購入した年を含め20年間が非課税保有期間となっております。

保有する上場株式や投資信託等は、非課税保有期間の終了後、課税口座へ移管されますが、その際に

は以下の点にご注意ください。

非課税保有期間終了後についてのお知らせ

2023年以前にNISA口座で購入されたお客様へ

（参考）NISAでの購入年と非課税保有期間が終了する年

一般NISA つみたてNISA

購入年 非課税保有期間の終了 購入年 非課税保有期間の終了

2018年 2037年末

2019年 2023年末 2019年 2038年末

2020年 2024年末 2020年 2039年末

2021年 2025年末 2021年 2040年末

2022年 2026年末 2022年 2041年末

2023年 2027年末 2023年 2042年末

• 非課税保有期間が終了する上場株式や投資信託等は、翌年１月１日に課税

口座へ移管されます。非課税保有期間が終了する年は、下記をご確認くだ

さい。

• 課税口座への移管の際は、非課税保有期間が終了する年の最終営業日の

時価で移管されます。移管後に譲渡した場合には、移管時の時価が課税口

座における取得価額となり、それをもとに利益に対して課税されます（損

益通算等が可能です）。また、移管後に支払われた配当等は課税されます。

• 特定口座を一般NISA口座やつみたてNISA口座と同一の金融機関にお

持ちの方は、特段のお手続をすることなく、特定口座に移管されます。
※ 特定口座をお持ちの方で、一般口座への移管を希望される場合には、証券会社等に所定の依

頼書をご提出ください。特定口座をお持ちでない場合は、特段のお手続をすることなく、一般

口座に移管されます。

• 一般NISA口座やつみたてNISA口座から2024年以降のNISA（成長投

資枠・つみたて投資枠）へのロールオーバーはできません。

重要

課税口座へ移管後の課税事例については、裏面をご覧ください。



課税口座へ移管後の課税事例

課税口座へ移管した時の時価が当初の購入額より下落している場合でも、その

後時価が上昇した際に売却すると、課税口座へ移管した時の時価との差額が譲

渡益となり課税されます。

本リーフレットは2023年4月時点の法令を基に作成しています。
お手続の詳細はお取引のある証券会社等にお問い合わせください。

非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価が課税口座における取得

価額となり、譲渡時には取得価額をもとに利益に対して課税（損益通算等が

可能です）

120万円で購入した投資信託を、150万円で課税口座へ移管後、200万円で売却例

120万円で購入した投資信託を、70万円で課税口座へ移管後、120万円で売却例

120万円

150万円

200万円

時価

2019年 2024年1月１日 20XX年売却

課
税
分

120万円で購入 150万円で課税口座へ

※ 実際の購入価額よりも

30万円分引き上がる

譲渡損益は2023年12月末の時価を

取得価額（150万円）として計算

200万円－150万円＝50万円（譲渡益）

⇒譲渡益50万円に対して課税

購入

課税口座に移管

70万円

120万円

時価

2019年 2024年1月１日 20XX年売却

課
税
分

120万円で購入 70万円で課税口座へ

※ 実際の購入価額よりも

50万円分引き下がる

譲渡損益は2023年12月末の時価を

取得価額（70万円）として計算

120万円－70万円＝50万円（譲渡益）

⇒譲渡益50万円に対して課税

購入 課税口座に移管


